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中期計画（案）について中期計画（案）について中期計画（案）について中期計画（案）について    －－－－地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立病院機構広島市立病院機構広島市立病院機構－－－－    

中期計画（案） 説  明 

（前文） 

地方独立行政法人広島市立病院機構（以下「市立病院機構」という。）は、市民の健康の維持・増進を図るため、

地域の医療機関等との連携の下、引き続き市民に信頼され満足される質の高い医療を継続的かつ安定的に提供する

必要があります。 

このため、広島市民病院、安佐市民病院、舟入市民病院及びリハビリテーション病院・自立訓練施設では、次の

ことを計画期間中の重点目標として、それぞれの特徴を生かした医療の提供に努めます。 

（広島市民病院） 

広島市の医療施策上必要とされる医療の提供に関し中心的役割を担うとともに、地域の医療水準をリードする

急性期病院として、高い医療水準の維持・向上を図ります。 

（安佐市民病院） 

広島市北部だけでなく、広島二次保健医療圏の北部、備北地域、さらには、島根県の一部を支える北部地域の

中核病院として、医療機能の充実・強化を図ります。また、耐震性の向上と老朽化・狭あい化の解消を図るため、

建替えを推進します。 

（舟入市民病院） 

小児救急医療の安定的な提供を図るとともに、第二種感染症指定医療機関として、感染症患者の受入体制を

維持します。また、広島市民病院との連携強化等に取り組み、病院機能の向上を図ります。 

（リハビリテーション病院・自立訓練施設） 

高度で専門的な回復期リハビリテーション医療を提供するとともに、自立のための訓練と合わせ一貫したリ

ハビリテーションサービスを提供します。また、広島市身体障害者更生相談所と連携して、地域リハビリテーシ

ョンの推進を図ります。 

こうした重点目標を達成し市民により良質な医療を提供するため、必要な人材の確保、育成に努め、職員が意欲

的に働くことができる、働きやすい職場環境への改善を図るとともに、安定した経営の維持に努めます。 

市立病院機構は、地方独立行政法人に移行しても、各病院は自治体病院として、広島市の医療に関して重い責任

を担い続けなければならないことを十分認識し、法人制度の特長を最大限に生かし、求められる医療の継続的かつ

安定的な提供に取り組みます。 

    

（（（（病院運営の目標と取組の柱病院運営の目標と取組の柱病院運営の目標と取組の柱病院運営の目標と取組の柱））））    

    

 市立病院機構は、「医療機能の拡充」、「運営体制の強化」、「安定した経営の維持」を取組の柱として、「市民に信頼

され満足される質の高い医療の継続的、安定的な提供」を目指す。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

第１ 中期計画の期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの４年間とします。 

 

 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 市立病院として担うべき医療 

それぞれの病院の特徴を生かし、他の医療機関との役割分担、連携を図りながら、市民生活に不可欠な医療

や高度で先進的な医療を安定的に提供します。 

 

⑴  広島市民病院 

総合的で高水準な診療機能を有する広島市の中核病院として、引き続き、救急医療など市民生活に不可欠

な医療や、がん、脳卒中、急性心筋梗塞などの治療を中心とした高度で先進的な医療を積極的に提供します。 

   

   ア 救急医療の提供 

・初期レベルの一次救急医療から、救命救急センターを備え一刻を争う重篤患者に対する三次救急医療ま

でを２４時間３６５日体制で提供します。 

・受入困難事案の救急患者を一旦受け入れ初期診療を行った上で、必要に応じて支援医療機関への転院を

行う役割を担う救急医療コントロール機能病院として、本格的な運営に取り組みます。 

・医師会が運営する夜間急病センターとの連携、協力の下、一次救急医療の提供体制の適切な運営に努め

ます。 

・医師、看護師の増員等により、救急患者の受入体制を強化します。 

 

ⅠⅠⅠⅠ    医療機能の拡充医療機能の拡充医療機能の拡充医療機能の拡充―それぞれの病院の特徴を生かした医療の提供―それぞれの病院の特徴を生かした医療の提供―それぞれの病院の特徴を生かした医療の提供―それぞれの病院の特徴を生かした医療の提供    

    

    １１１１    各病院の主な医療機能の充実各病院の主な医療機能の充実各病院の主な医療機能の充実各病院の主な医療機能の充実    

    

⑴⑴⑴⑴    広島市民病院広島市民病院広島市民病院広島市民病院    

（広島市民病院の入院・外来状況） 

区 分 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

入

院 

入院延べ患者数 258,649 人 259,549 人 265,115 人 261,177 人 

1 日当たり入院患者数 708.6 人 711.1 人 724.4 人 715.6 人 

平均在院日数 12.4 日 12.1 日 12.5 日 12.3 日 

病床利用率（一般病床） 95.8％ 95.9％ 97.8％ 96.4％ 

外

来 

外来延べ患者数 417,647 人 413,797 人 413,572 人 415,421 人 

1 日当り外来患者数 1,733.0 人 1,709.9 人 1,695.0 人 1,702.5 人 

※病床数：743 床（一般 715 床、精神 28 床） 

 

 

 

（目標） 

市民に信頼され満足さ

れる質の高い医療の継

続的、安定的な提供 

 

ⅠⅠⅠⅠ    医療機能の拡充 

それぞれの病院の特徴を生かした医療の

提供 

ⅢⅢⅢⅢ    安定した経営の維持 
ⅡⅡⅡⅡ    運営体制の強化 

職員が意欲的に働くことができる、働き

やすい職場環境への改善 

資料 
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中期計画（案） 説  明 

   イ がん診療機能の充実 

・地域がん診療連携拠点病院として、豊富な治療実績や高度な医療機器を生かし、手術や化学療法、放射

線治療を適切に組み合わせた治療を行います。 

・がんに関する様々な情報を病院内の医療情報サロンやホームページ等で提供するとともに、患者やその

家族が定期的に情報交換・交流できる場を提供します。 

・平成２７年度開設予定の「高精度放射線治療センター（仮称）」へ医療スタッフを派遣するとともに、

当該センターと連携して質の高い医療を提供します。 

 

ウ 周産期医療の提供 

総合周産期母子医療センターとして、リスクの高い妊産婦や極小低出生体重児に対する医療等、母体、

胎児、新生児に対する総合的で高度な周産期医療を提供します。 

 

   エ 災害医療の提供 

・災害拠点病院として、地震や台風等の自然災害、大規模火災等の都市災害に備え、自家発電設備等のラ

イフライン機能の維持、医薬品の備蓄等を行い、災害時に、迅速かつ適切な医療提供ができる体制を確

保します。 

・災害その他の緊急時には、広島市地域防災計画等に基づき、広島市長からの求めに応じて適切に対応す

るとともに、自らの判断で医療救護活動を行います。 

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の派遣要請に基づき、被災地へ医師等を派遣し、被災地の医療活動を

支援します。 

 

オ 低侵襲手術等の拡充 

内視鏡手術をはじめとした患者の身体的負担が少ない低侵襲手術等を拡充します。特に、内視鏡下手術

用ロボット「ダヴィンチ」を活用した手術の対象領域の拡大を図ります。 

 

 カ 専門外来の実施 

各分野の専門医師や認定看護師等による緩和ケア外来、女性外来など医療ニーズに対応した専門外来を

引き続き実施します。 

キ 手術室の整備 

・患者の身体的負担が少なく、より効果的、効率的な手術を行うため、カテーテル治療とバイパス手術な

どの外科手術を同時に行うことのできるハイブリッド手術室を整備します。 

・手術件数の増加に対応するため、手術室等の増設を行います。 

 

ク ＣＥセンターの設置 

臨床工学技士（ＣＥ）の増員とセンターの設置により、高度で専門的な医療機器の管理の集約化を図る

とともに、各部門で医療機器の操作を行う臨床工学技士間の連携を強化します。 

 

   ケ 病棟薬剤業務の充実 

入院患者への服薬指導、副作用等の管理を行う専任の薬剤師を病棟に配置し、医療安全の推進及び薬物

療法の質の向上、医師及び看護師の負担軽減を図ります。 

 

   コ 看護体制の充実 

病棟夜勤看護師の増員等により、病棟看護体制の充実を図ります。 

 

   サ 医療機器の計画的な整備・更新 

今後の疾病動向や新たな医療機器の機能、医療機器の耐用年数などを考慮して、計画的な医療機器の整

備・更新を行います。 

 

シ 中央棟設備の老朽化等への対応 

救命救急センター、ＩＣＵ（集中治療室）、中央手術室等の病院の中枢機能が集中する中央棟は、築後

２０年を経過し、建物設備の老朽化、陳腐化が進行していることから、その対応について検討します。 

（救急患者の受入れ状況） 

  平成 24 年度、救急科では 36,943 人（1 日平均 101 人）の救急患者を受け入れている。そのうち約 7 割が夜間の救急

患者で、経路別では救急車による搬送が 17％、症状別では軽症患者が 72％となっている。この他に重篤な患者（485 人）

については、救命救急センターで直接受け入れている。 

 

（院内がん登録件数／平成 23 年） 

区 分 件 数 

順 位 

広島県 中四国 全国 

肺がん    ３６９件   １位   ３位  １９位 

乳がん ４８２件   １位   １位  １０位 

胃がん ４０９件   １位   １位 ７位 

肝がん １２３件   ３位   ６位  ３４位 

大腸がん ２９８件   ２位   ４位  ５６位 

前立腺がん １６４件   ３位   ８位  ８０位 

血液がん ７１件   ６位  ２９位 ２２４位 

婦人科がん ２５９件   １位   ２位  １４位 

その他 ６５３件 － － － 

合 計 ２，８２８件   １位   ２位  ２６位 

 

 

（内視鏡手術等件数） 

 ・内視鏡手術・内視鏡的治療件数 平成 21 年度 2,951 件→平成 24 年度 3,882 件（931 件 32％増） 

 ・平成 24 年 9 月には、内視鏡下手術用ロボット「ダヴィンチ」を全国の市立病院に先駆けて導入した。主に前立腺がん

を対象として導入後約 1 年 3 か月で 132 件（平成 25 年 12 月末現在）の手術を実施している。今後は、当該機器を用

いた手術の保険診療との併用が認められる先進医療の承認の状況等を踏まえ、対象領域の拡大に取り組む。 

 

    

キキキキ    手術室の整備手術室の整備手術室の整備手術室の整備    

    現在、11 室の手術室で年間 8,530 件の手術を実施しており、1 室当たり年間 775 件、1 日当たり利用時間が約 9 時間

となっており過密状態にある。このため、ハイブリッド手術室（1室）、手術室（3 室）、リカバリ室（1 室）を新たに整

備する。 

【スケジュール】 

25 年度 26 年度 27 年度 

基本設計、実施設計 改修工事、医療機器搬入 稼働開始 

     

            

ケケケケ    病棟薬剤業務の充実病棟薬剤業務の充実病棟薬剤業務の充実病棟薬剤業務の充実 

   【薬剤師配置スケジュール】                  （単位：人） 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 計 

５ ５ ５ ５ ２０ 

          

    

    

    

シシシシ    中央棟設備老朽化等への対応検討中央棟設備老朽化等への対応検討中央棟設備老朽化等への対応検討中央棟設備老朽化等への対応検討    

     （中央棟の概要） 

   ・建築年度  平成 4 年 

   ・構造延床  20,967 ㎡ 

・病院機能  放射線科（1 階）、ＩＣＵ（2階）、中央手術室（3 階）、血管造影室等（4階）、救命救急センター（5階) 

病棟 121 床（6階～8階） 

 

※出典  

がん診療連携拠点病院院内がん登録 2011

年全国集計報告（国立がん研究センター） 

※調査対象  

広島県 11、中四国 54、全国 395 病院 

※広島県内がん診療連携拠点病院（国指定11） 

広島市民病院、安佐市民病院、広島大学病

院、県立広島病院、広島赤十字・原爆病院、

廣島総合病院、呉医療センター、東広島医

療センター、ＪＡ尾道総合病院、三次中央

病院、福山市民病院 
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中期計画（案） 説  明 

⑵  安佐市民病院 

広島市の北部だけでなく市域、県域を越えた北部地域の総合的で高水準な診療機能を有する中核病院とし

て、引き続き、救急医療など市民生活に不可欠な医療や、がん、脳卒中、急性心筋梗塞などの治療を中心と

した高度で先進的な医療を積極的に提供します。 

  

ア 救急医療の提供 

・北部地域の救急医療体制の実態を踏まえ、引き続き実質的な三次救急医療を提供します。 

・医師、看護師の増員等により、救急患者の受入体制を強化します。また、トリアージ機能を充実させ、

迅速、適切な救急処置を行います。 

・土日祝日の小児救急患者の受入体制や脳卒中による重篤な救急患者への対応の強化を図ります。 

・医師会が運営する夜間急病センターとの連携、協力の下、一次救急医療の提供体制の適切な運営に努め

ます。 

 

イ がん診療機能の充実 

・地域がん診療連携拠点病院として、豊富な治療実績や高度な医療機器を生かし、手術や化学療法、放射

線治療を適切に組み合わせた治療を行います。 

・ＰＥＴ－ＣＴ（陽電子断層撮影・コンピュータ断層撮影複合装置）を活用し、がんの早期発見、転移や

再発について精度の高い診断を行います。 

・がんに関する様々な情報を病院内の医療患者サロン「すずらん」やホームページ等で提供するとともに、

患者からの電話相談窓口を開設するなど、がん患者に対する相談支援体制を充実します。 

 

   ウ 災害医療の提供 

・災害拠点病院として、地震や台風等の自然災害、大規模火災等の都市災害に備え、自家発電設備等のラ

イフライン機能の維持、医薬品の備蓄等を行い、災害時に、迅速かつ適切な医療提供ができる体制を確

保します。 

・災害その他の緊急時には、広島市地域防災計画等に基づき、広島市長からの求めに応じて適切に対応す

るとともに、自らの判断で医療救護活動を行います。 

・ＤＭＡＴの派遣要請に基づき、被災地へ医師等を派遣し、被災地の医療活動を支援します。 

 

エ へき地医療の支援 

・北部地域の医療状況等に応じて、引き続き医師の派遣に取り組みます。 

・北部地域の医療従事者に対する研修の場を提供し、知識の習得や技術の向上を支援するとともに、交流

の場を提供します。 

 

オ 低侵襲手術等の拡充 

・内視鏡手術をはじめとした、患者の身体的負担が少ない低侵襲手術等を拡充します。 

・患者の身体的負担の少ない日帰り手術を推進します。 

 

カ リハビリテーションの充実 

・脳卒中などの発症初期から実施する急性期リハビリテーションの充実を図ります。 

・在宅の心不全患者に対する効果的な心臓リハビリテーションや、発達障害等の小児言語療法、失語症

及び構音障害の治療を行う言語療法リハビリテーションを引き続き実施します。 

 

キ 専門外来の実施 

各分野の専門医師や認定看護師等によるストーマ外来（人工肛門や人工膀胱を装着している患者へのケ

ア）、助産外来、もの忘れ外来など医療ニーズに対応した専門外来を引き続き実施し、皮膚・排泄ケア、

緩和ケア、がん化学療法等の専門外来の実施を検討します。 

 

ク 病棟薬剤業務の充実 

入院患者への服薬指導、副作用等の管理を行う専任の薬剤師を病棟に配置し、医療安全の推進及び薬物

療法の質の向上、医師及び看護師の負担軽減を図ります。 

 

⑵⑵⑵⑵    安佐市民病院安佐市民病院安佐市民病院安佐市民病院    

（安佐市民病院の入院・外来状況） 

区 分 21 年度 22 年度 23 年度 
24 年度 

入

院 

入院延べ患数 169,083 人 172,583 人 172,043 人 168,774 人 

1 日当たり入院患者数 463.2 人 472.8 人 470.1 人 462.4 人 

平均在院日数 13.7 日 13.6 日 13.2 日 12.6 日 

病床利用率 87.9％ 89.7％ 89.2％ 87.7％ 

外

来 

外来延べ患者数 210,245 人 208,219 人 201,811 人 199,428 人 

1 日当たり外来患者数 872.4 人 860.4 人 827.1 人 817.3 人 

                ※病床数：527 床（一般） 

    

（救急患者の受入れ状況） 

     平成 24 年度、10,853 人（1 日平均 30 人）の救急患者を受け入れている。そのうち、約 1 割が市外の北部地域から

の救急患者で、約 6割が夜間の救急患者、経路別では救急車による搬送が 31％、症状別では軽症患者が 68％となって

いる。 

  

（院内がん登録件数／平成 23 年） 

区 分 件 数 

順 位 

広島県 中四国 全国 

肺がん １６３件 ５位 １５位 １５９位 

乳がん １４０件 ５位 １２位 １４８位 

胃がん ２２５件 ３位 １１位 ８９位 

肝がん ５２件 ８位 ２８位 １８０位 

大腸がん ３００件 １位 ２位 ５２位 

前立腺がん １６８件   １位   ５位 ７５位 

血液がん １６８件   ３位   ５位 ５６位 

婦人科がん １３３件   ３位   ８位 ９３位 

その他 ４３４件 － － － 

合 計 １，７８３件   ３位   ７位 １０３位  

    

（内視鏡手術等件数） 

 内視鏡手術・内視鏡的治療件数 平成 21 年度 2,283 件→平成 24 年度 2,867 件（584 件 26％増） 

 

エエエエ    へき地医療の支援へき地医療の支援へき地医療の支援へき地医療の支援 

① へき地医療拠点病院の指定 平成 24 年 4 月 

② 医師の派遣状況 

医療機関 地 域 診療科 派遣回数 備 考 

豊平病院 広島県北広島町 循環器内科 44 回／年 平成 24 年 4 月～ 

雄鹿原診療所 広島県北広島町 内科 6 回／年  〃 

公立邑智病院 島根県邑智郡 循環器内科 12 回／年 平成 25 年 1 月～ 

 ③ 研修会の開催等 

・安佐南区及び北部地域の医師等が参加する「藝州ヘルスネットワーク」を設立し、研修・交流の場を提供 

・北部地域の病院が連携し研修医を受け入れる臨床研修プログラム「南斗六星ネットひろしま」の事務局として運営 

    

クククク    病棟薬剤業務の充実病棟薬剤業務の充実病棟薬剤業務の充実病棟薬剤業務の充実     

   【薬剤師配置スケジュール】                  （単位：人） 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 計 

３ ２ ― ― ５ 

 

※出典  

がん診療連携拠点病院院内がん登録 2011

年全国集計報告（国立がん研究センター） 

※調査対象  

広島県 11、中四国 54、全国 395 病院 

※広島県内がん診療連携拠点病院（国指定11） 

広島市民病院、安佐市民病院、広島大学病

院、県立広島病院、広島赤十字・原爆病院、

廣島総合病院、呉医療センター、東広島医

療センター、ＪＡ尾道総合病院、三次中央

病院、福山市民病院 
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中期計画（案） 説  明 

ケ 看護体制の充実 

病棟夜勤看護師の増員等により、病棟看護体制の充実を図ります。 

 

コ 医療機器の計画的な整備・更新 

病院の建替えスケジュールを十分考慮し、計画的な医療機器の整備・更新を行います。 

     

⑶  舟入市民病院 

小児救急医療拠点病院として、小児救急医療の安定的な提供に取り組むとともに、第二種感染症指定医療

機関として、感染症患者の受入体制を維持します。また、指定病床数を上回っている感染症病床数を見直し、

感染症病棟の機能強化等を図るとともに、広島市民病院や地域の医療機関との連携を強化し、病院機能の向

上に取り組みます。 

 

ア 小児救急医療の提供 

・小児科の２４時間３６５日救急診療を安定的に提供するため、引き続き、医師会、広島大学等の協力を

得るとともに、市立病院間の応援体制の強化に取り組みます。また、重篤な小児救急患者の円滑な搬送

を行うため、三次救急医療機関との連携強化を図ります。 

・トリアージナースの増員や医療コンシェルジェの配置等により、診療体制の強化に取り組みます。 

 

イ 小児専門医療の提供 

小児心療科において、精神療法等の個人療法やグループで治療を行う集団療法により、不登校や摂食障

害、神経症等に対する診療を行うとともに、小児皮膚科において、小児科のアレルギー外来と連携し、ア

トピー疾患専門医による診療を行います。 

 

ウ 感染症医療の提供 

・第二種感染症指定医療機関として、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）や新型インフルエンザ等の感染

症患者への対応が迅速に行えるよう、平常時から医療体制を維持するとともに、感染症発生時の市立病

院をはじめとする市内の関連病院との応援体制の確立を図ります。 

・感染症専門資格の取得など教育研修への参加を促進し、職員の専門性の向上を図ります。 

・感染症法の改正による担当疾病の変更及び受入患者数の大幅な減少を踏まえ、指定病床数（１６床）を

上回っている感染症病床数（５０床）を見直し、医療スタッフがより機能的・効率的に病棟業務に従事

できるよう感染症病棟の機能強化のための整備を行うとともに、病院全体の機能向上のために活用しま

す。    

 

エ 病院機能の有効活用 

広島市民病院をはじめとした地域の医療機関との連携強化に取り組み、病床や手術室の利用促進を図り

ます。 

【目標値】                 

指 標 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

病床利用率（％） ７２．９ ８０．０ 

手術件数（件） ５９９ ７００ 

    ※病床利用率は、小児科病床を除く内科、外科の病床利用率 

 

オ 病院の特徴として標榜できる診療の実施検討 

今後、病院の特徴として標榜できる診療の実施について検討します。 

 

カ 診療体制の充実 

病棟夜勤体制の充実や薬剤業務の強化などにより、診療体制の充実を図ります。 

 

キ 医療安全機能の強化 

医療安全管理者（医療事故防止等の計画・管理・実行責任者）となる専任の看護師の配置等により、医

療安全対策、院内感染対策等の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

⑶⑶⑶⑶    舟入市民病院舟入市民病院舟入市民病院舟入市民病院    

（舟入市民病院の入院・外来状況）    

区 分 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

入

院 

入院延べ患者数 37,480 人 37,616 人 37,988 人 36,502 人 

1 日当たり入院患者数 102.7 人 103.1 人 103.8 人 100.0 人 

平均在院日数 8.9 日 9.3 日 10.1 日 10.0 日 

病床利用率（一般病床） 74.9％ 76.9％ 77.5％ 74.5％ 

外

来 

外来延べ患者数 108,768 人 100,594 人 100,453 人 96,548 人 

1 日当たり外来患者数 378.9 人 353.7 人 350.5 人 338.2 人 

※病床数：190 床（一般 100 床、精神 40 床） 

（小児救急患者の受入れ状況） 

  夜間等に、年間約 4万人を超える小児救急患者を受け入れている。このうち、経路別では救急車による搬送が 3％、

病状別では軽症患者が 83％、また、救急患者の 16％は市外から受け入れている。 

（感染症患者の状況） 

  感染症法の改正による担当疾病の変更により、受入患者数が大幅に減少している。平成 21 年度に、新型インフルエ

ンザの患者 1人を受け入れて以降、受入れはない。 

ウウウウ    感染症医療の提供－感染症医療の提供－感染症医療の提供－感染症医療の提供－感染症病床の見直しと感染症病棟の有効活用感染症病床の見直しと感染症病棟の有効活用感染症病床の見直しと感染症病棟の有効活用感染症病床の見直しと感染症病棟の有効活用 

  【整備スケジュール】 

区 分 

病床の減 

（50 床→

16 床） 

整 備 内 容 

７階病棟 西側 ７階病棟 東側 

病床減により生じるスペースを活用

し、リハビリ室、備蓄品倉庫等を整備 

感染症病室の間仕切り透明素材化、防護服脱着スペ

ースを整備し、感染症病棟の機能強化 

25 年度 － ・整備計画策定 （県新型インフルエンザ等対策行動計画等の改定） 

26 年度～ 

27 年度 

病床減手続 

  

・設計・工事 

・運用開始 

・新型インフルエンザ等対策マニュアルの見直し 

・マニュアルに沿ったハード整備計画の検討 

・設計・工事／運用開始 28 年度 －  

エエエエ    病院機能の有効活用病院機能の有効活用病院機能の有効活用病院機能の有効活用    

（検討内容） 

・広島市民病院の救急患者の転院先として、積極的な患者の受入れ 

・広島市民病院のＭＲＩ、ＣＴ等の検査待ち患者の受入れ など 

オオオオ    病院の特徴として標榜できる診療の実施検討病院の特徴として標榜できる診療の実施検討病院の特徴として標榜できる診療の実施検討病院の特徴として標榜できる診療の実施検討    

   （検討内容） 

   ・緩和ケア機能の充実－緩和ケア患者の受入拡大 

・外来化学療法機能の充実－化学療法患者の受入拡大 

   ・消化器センターの設置－早期発見(内視鏡センター設置）、診察・治療(消化器内科・外科)を院内で完結 

・がん性腹水治療センターの設置－難治性腹水に対応するため腹水治療機能の充実 など 
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中期計画（案） 説  明 

 

⑷  リハビリテーション病院・自立訓練施設 

 脳血管障害や脊髄損傷などによる中途障害者の社会復帰や社会参加を促進するため、高度で専門的な医療

と自立のための訓練や相談など生活の再構築のための一貫したリハビリテーションサービスを提供します。

また、広島市身体障害者更生相談所と連携して、地域リハビリテーションの推進を図ります。 

 

ア 総合的なリハビリテーションサービスの提供 

広島市身体障害者更生相談所、リハビリテーション病院及び自立訓練施設の運営責任者で構成する常設

の運営調整会議を設置し、連携の維持を図り、これまでどおり３施設が連携した総合的なリハビリテーシ

ョンサービスを提供します。 

 

イ 回復期リハビリテーション医療の充実 

・３６５日、切れ目なくリハビリテーション医療が提供できる体制を整備し、より効果的な回復期リハビ

リテーション医療を提供します。 

・広島市民病院、安佐市民病院との患者情報のスムーズな伝達、共有化等による連携の強化を図り、急性

期の疾病治療・リハビリテーションから回復期のリハビリテーションを連続的・一体的に提供します。 

【目標値】 

指 標 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

患者１人当たりリハビリテ

ーション実施単位数（単位／日） 

６．６ ８．０ 

在宅復帰率 （％） ８１.３ ８２．０ 

    ・退院後の患者を中心に継続的なリハビリテーション医療を提供するため、言語外来の充実を図ります。 

 

ウ 看護体制の充実 

看護師の増員により、重症患者の受入体制の強化を図ります。 

 

エ 自立訓練施設の利用促進 

・リハビリテーション病院との連携を強化し、連続性のある訓練の実施と訓練内容の充実を図ります。 

・福祉事務所等との連携を強化し、地域からの施設利用の拡大を図ります。 

【目標値】                

指 標 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

月平均利用者数（人） ４８．８ ５２．０ 

 

オ 相談機能の強化と地域リハビリテーションの推進 

・利用者の状況に応じた退院・退所後の生活支援ができるよう、地域の医療・保健・福祉機関と連携した

相談体制を整備し相談機能を強化します。 

・広島市身体障害者更生相談所と連携して、地域リハビリテーションの推進を図ります。 

 

カ リハビリテーション医療従事者の市立病院間の交流の促進 

リハビリテーション病院と他の市立病院間で、リハビリテーション医療に従事する医師や療法士等の人

事交流を進め、市立病院におけるリハビリテーション医療の質の向上と安定的な提供を図ります。 

 

キ 災害時の市立病院間のバックアップ機能の強化 

西風新都に立地し、高速道路インターチェンジに近接するというリハビリテーション病院の地理的条件

を生かし、デルタ市街地が被災した場合に備え、他の市立病院の診療情報の保管や医薬品等の備蓄などバ

ックアップ機能の強化を図るとともに、ＤＭＡＴの受入拠点、広域搬送拠点としての活用について検討し

ます。 

 

 

 

    

⑷⑷⑷⑷    リハビリテーション病院・自立訓練施設リハビリテーション病院・自立訓練施設リハビリテーション病院・自立訓練施設リハビリテーション病院・自立訓練施設    

（リハビリテーション病院の入院・外来、自立訓練施設の利用状況） 

区 分 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

リ

ハ

病

院 

入

院 

入院延べ患者数 33,391 人 35,250 人 35,006 人 33,586 人 

1 日当たり入院患者数 91.5 人 96.6 人 95.6 人 92.0 人 

平均在院日数 79.7 日 79.8 日 78.1 日 77.3 日 

病床利用率 91.5％ 96.6％ 95.6％ 92.0％ 

外

来 

外来延べ患者数 3,399 人 3,676 人 3,444 人 3,360 人 

1 日当たり外来患者数 14.1 人 15.2 人 14.1 人 13.8 人 

自立訓練施設 月平均利用者 29.4 人 39.8 人 40.6 人 48.8 人 

※リハビリテーション病院病床数：100 床 

自立訓練施設定員：自立訓練 60 人、短期入所支援 5 人 

 

   （広島市民病院、安佐市民病院からの患者受入状況） 

    両病院からの患者の受入れが、入院患者全体 393 人の 44％を占めている。（平成 24 年度） 

 

アアアア    総合的なリハビリテーションサービスの提供総合的なリハビリテーションサービスの提供総合的なリハビリテーションサービスの提供総合的なリハビリテーションサービスの提供    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イイイイ    回復期リハビリテーション医療の充実回復期リハビリテーション医療の充実回復期リハビリテーション医療の充実回復期リハビリテーション医療の充実      

26 年度から、現在、リハビリテーションを行っていない日曜日・休日にも実施し、365 日切れ目ない回復期リハビリ

テーション医療を提供することにより、機能回復を促進、在院日数の短縮を図る。 

提供するリハビリテーション単位数の増  6.6 単位／日→8.0 単位／日  1.4 単位／日の増（1 単位 20 分間）  
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中期計画（案） 説  明 

２ 医療の質の向上 

⑴ 医療需要の変化、医療の高度化への対応 

医療需要の変化、医療の高度化に的確に対応した医療が提供できるよう、医療スタッフの知識の習得や技

術の向上、診療科の再編、医療機器の整備・更新等を進めます。 

 

ア 医療スタッフの知識の習得や技術の向上 

先進事例の調査や院内研修の充実、各種学会・研修会への参加促進等により、医療スタッフの知識の習

得や技術の向上を図ります。 

 

イ 資格取得の促進 【注１】 

専門資格を取得しやすい環境を整備し、認定看護師等の拡大に取り組みます。 

 

ウ 診療体制の充実 

今後の疾病動向や患者ニーズの変化、医療の高度化に対応し、適時に診療科の再編など診療体制の充実

を図ります。 

 

エ 医療水準の維持向上につながる医療機器の整備・更新 

医療需要の変化や医療の高度化に対応し、各病院の医療水準の維持、向上につながる医療機器の計画的

な整備・更新を行います。 

 

⑵ 医療の標準化の推進 

クリニカルパス（疾病別に退院までの治療内容を標準化した計画書）の活用を拡大するとともに、既存の

クリニカルパスを適時に見直し、良質な医療を効率的かつ安全、適正に提供します。 

 

【目標値】クリニカルパス適用率               （単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

広島市民病院 ５０．９ ５５．０ 

安佐市民病院 ５０．６ ５５．０ 

舟入市民病院 ４４．９ ５０．０ 

リハビリテーション病院 ― ５０．０ 

※適用率は、新入院患者のうちクリニカルパスを適用した患者の割合 

 

⑶ チーム医療の推進 

個々の患者の病状や、緩和ケア、褥瘡対策、呼吸ケア、栄養サポート等の課題に対応するため、医療スタ

ッフが診療科や職種を越えて連携し、専門的、総合的な医療を提供するチーム医療を推進します。 

   

⑷ 医療の安全確保の徹底 

市民に信頼される安全な医療を提供するため、適切な予防策を講じます。 

 

ア 医療安全管理体制の強化 

医療安全管理者や各部門のリスク責任者などで構成する医療安全管理委員会が中心となり、医療事故に

つながりかねないヒヤリ・ハット事例などの関連情報の収集・分析、医療事故の発生防止や発生時の対応

等のマニュアル作成、院内研修などを行い、医療の安全確保に取り組みます。 

 

イ 院内感染の防止 

感染管理認定看護師などで構成する感染対策委員会が中心となり、感染症に関する情報収集、院内の調

査・監視、職員への院内感染予防指導、意識啓発を実施し、院内感染対策に取り組みます。 

 

   ウ 迷惑患者対策の実施 

一部の患者等による病院職員に対する暴言や暴力は、直接的な被害だけでなく、業務の妨げや他の患者

等の迷惑となることから、専門職員を配置し、迷惑患者対策に取り組みます。 

 

 

２２２２    医療支援センター等の体制強化医療支援センター等の体制強化医療支援センター等の体制強化医療支援センター等の体制強化    

    

    

    

⑴ 医療支援センター等の機能 

   ・患者・家族からの相談対応 

・地域の医療機関等との連携  

   ・医療安全の確保 －医療事故防止、院内感染防止等 

⑵ 体制強化の方向性 

ア 疾病治療のための医療の提供だけでなく、患者・家族の抱える様々な相談に積極的に対応する。 

 ・疾病や治療に関する不安・不満の解消 

・医療費の負担等生活上の問題に関する福祉的相談支援 

・退院後の療養や介護支援など 

イ 高齢化、急性期病院の入院期間の短縮化が進む中、地域の医療機関、保健機関、福祉機関と役割分担、連携し

て、退院後の地域での療養、介護へ適切につなぐ。 

⑶ 増員・正規職員化による体制強化 

・ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）4人増員、10 人正規職員化（16人体制から 20人体制に） 

・看護師 5 人増員（33人体制(うち嘱託 21人)から 38人体制に） 

 

 

 【注１】 資格取得の促進 

 〔認定看護師の病院別・分野別内訳／平成 25 年 3月 31 日現在）                （単位：人）  

区 分 広島市民病院 安佐市民病院 舟入市民病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 計 

がん化学療法看護  ２   ２ 

がん性疼痛看護  １   １ 

感染管理 ２ １ １  ４ 

緩和ケア ２ ３ ２  ７ 

救急看護 ３ ２   ５ 

集中ケア ２ １   ３ 

手術看護 １    １ 

小児救急看護 １  １  ２ 

新生児集中ケア ２    ２ 

摂食・嚥下障害看護 １ １  １ ３ 

糖尿病看護 １ １   ２ 

脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護    １ １ 

皮膚・排泄ケア １ ２ １  ４ 

慢性心不全看護  １   １ 

合 計 １６ １５ ５ ２ ３８ 

 

 

 

 

 

中期計画（案） 

Ｐ6 2-⑷ 医療の安全確保の徹底        Ｐ7 3-⑷ 相談機能の強化 

Ｐ8 4-⑴ 地域の医療機関との役割分担と連携  Ｐ9 4-⑶ 保健機関、福祉機関との連携 
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中期計画（案） 説  明 

⑸ 医療に関する調査・研究の実施  

職員の自主的な研究活動を支援するとともに、研究成果の情報発信に努めます。また、治験等の推進に取

り組みます。 

   ア 職員の自主的な研究活動の支援と研究成果の発信 【注２】 

職員が意欲的に自主的な研究活動に取り組める環境整備を行うとともに、研究成果を積極的に発表する

場を設け、情報発信に努めます。 

 

イ 治験等臨床研究の推進 

医薬品等の治療効果や安全性を高めるために行われる治験等の臨床研究に、積極的に取り組みます。実

施に当たっては、患者の意見を尊重するとともに、治験審査委員会等による事前・事後の管理監督を徹底

し、安全性や手続きの公正性を確保します。 

 

３ 患者の視点に立った医療の提供 

⑴ 病院情報の提供 

・市立病院機構のホームページを新たに設けるとともに、各病院のホームページの充実を図るなど、多様

な媒体を活用し、分かりやすい情報発信に努めます。 

・各診療科の特色や治療実績など患者等が病院を選択する上で必要な情報や、病院の現状や地域の医療機

関との役割分担について市民の理解を促すための情報を、積極的に提供します。 

・病院経営の透明性を高めるため、病院の運営、財務に関する計画や実績等について、市民に分かりやす

い形で公表します。特に、この計画期間中は、地方独立行政法人化の目的や効果について、積極的に広

報します。 

・情報の内容等に応じ、広島市の広報媒体や医師会等の関係団体、マスコミ等を通じた広報にも取り組み

ます。 

 

⑵ 法令・行動規範の遵守 

ア 行動規範の確立と徹底 

医療法をはじめとする関係法令及び行動規範の遵守について、研修等により職員に徹底し、適正な病院

運営に取り組みます。 

 

イ 適正な個人情報の保護と情報の公表・開示 

広島市個人情報保護条例及び広島市情報公開条例の実施機関として、個人情報を適正に取り扱うととも

に、患者等への情報開示を適正に行います。 

 

ウ 病院内規程等の点検・見直し 

各病院の実態に応じて運用している病院内の規程やマニュアル等について、常に点検し、見直しを行い

ます。 

 

⑶ 患者等への適切な医療情報の提供、説明 

ア インフォームド・コンセントの徹底 

インフォームド・コンセント（患者自身が医療内容を理解・納得し、自分に合った治療法を選択できる

よう、患者に十分な説明を行った上で同意を得ること。）を徹底し、患者の権利を尊重し、信頼と満足を

得られる医療を提供します。 

 

イ セカンドオピニオンの実施 

セカンドオピニオン（診断や治療方針について主治医以外の医師から意見を聴くこと。）を実施すると

ともに、市立病院の患者が、他の医療機関でのセカンドオピニオンを希望する場合には、適切に支援しま

す。 

 

⑷ 相談機能の強化 

専門職員の増員等により、医療支援センター等の相談支援体制を強化し、疾病や治療に関する相談をはじ

め、医療費の負担等の生活上の問題、退院後の療養や介護支援など、患者やその家族が抱える様々な相談に

積極的に対応します。 

 

 

 

【注２】 職員の自主的な研究活動の支援と研究成果の発信 

〔職員の自主的な研究活動の実施状況〕（平成 24 年度）                 （単位：件） 

区 分 広島市民病院 安佐市民病院 舟入市民病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 計 

著書 ４６ ４ ０ ５ ５５ 

論文発表 １３７ ６４ ８ １６ ２２５ 

学会発表 ６９９ ３２４ ２３ ２８ １，０７４ 

計 ８８２ ３９２ ３１ ４９ １，３５４ 
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中期計画（案） 説  明 

⑸ 患者サービスの向上 

ア 接遇・応対研修の充実 

接遇研修等を充実し、常に患者やその家族の立場に立ち、誠意を持った応対に取り組みます。 

 

イ 患者・家族ニーズの把握と病院運営への反映 

・定期的なアンケート調査などにより、患者やその家族のニーズの把握に努め、病院運営の見直しに取

り組みます。 

・外来の診察・検査・会計の待ち時間の短縮に向けた改善方策の検討を行い、可能な取組から実施しま

す。 

・病院給食について、個々の入院患者の病状や体質に配慮しながらも、おいしい給食となるよう、改善

に取り組みます。 

【目標値】患者満足度                    （単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

広島市民病院 ８８．５ ９０．０ 

安佐市民病院 ８０．０ ９０．０ 

舟入市民病院 ８０．２ ９０．０ 

リハビリテーション病院 ９４．８ ９５．０ 

※病院の対応に「満足」と回答した利用者の割合 

 

ウ 入院手続きの集約化 

入院手続きや術前検査予約等が一箇所でスムーズに行うことができる入院センターの開設など、入院患

者の利便性の向上を図ります。 

 

エ 療養環境の改善 

・患者等病院利用者がより快適に過ごせるよう、病室、待合スペース、売店、食堂、喫茶の改善など療

養環境の改善に努めます。 

・ボランティアの協力も得ながら、院内の案内、車椅子の介助など、患者サービスの向上に取り組みま

す。また、デジタルサイネージ等ＩＣＴを活用し、分かりやすい案内表示に努めます。 

  

４ 地域の医療機関等との連携 

  職員の増員等により、地域の医療機関等との連携を推進する医療支援センター等の体制を強化します。 

⑴ 地域の医療機関との役割分担と連携 

ア 病院の役割分担に基づく紹介、逆紹介の促進等 

地域の医療機関や医師会との連携を強化し、地域の医療機関との適切な役割分担の下、紹介患者の受入

れ、患者の紹介を積極的に行い、より多くの患者に必要とする医療を提供する体制の維持に努めます。 

【目標値】患者紹介率（地域の医療機関から市立病院への紹介） （単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

広島市民病院 ６２．７ ６５．０ 

安佐市民病院 ６６．８ ７０．０ 

舟入市民病院 ２１．３ ２８．０ 

※紹介率＝（紹介患者の数＋救急患者の数）／初診患者の数×100 

【目標値】患者逆紹介率（市立病院から地域の医療機関への紹介）（単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

広島市民病院 ７９．１ ９０．０ 

安佐市民病院 １０２．４ １００．０ 

舟入市民病院 １９．２ ２３．０ 

※逆紹介率＝逆紹介患者の数／初診患者の数×100 

※当該年度の逆紹介患者の数には、当該年度以前からの診療期間の長い患者も含まれるため、当該年度の初

診患者の数を上回り、逆紹介率が 100％を超える場合がある。 
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中期計画（案） 説  明 

イ 地域連携クリニカルパスの運用拡大 

一貫性のある医療を提供し、治療効果の一層の向上を図るため、地域連携クリニカルパス（治療を行う

複数の医療機関が治療方針を共有するための診療計画書）の作成・運用の拡大に取り組みます。 

 

⑵ 地域の医療機関への支援 

ア 高度医療機器の共同利用、開放型病床の利用の促進 【注３】 

市立病院が保有する高度医療機器の共同利用や開放型病床の利用を促進し、地域の医療水準の向上を図

ります。 

イ オープンカンファレンス等の実施 

地域の医療従事者を対象としたオープンカンファレンス等各種研修会等を開催し、市立病院における症

例や医療技術等の医療情報を提供することなどにより、地域の医療人材の育成を図るとともに、「顔の見

える連携関係」を構築します。 

 

⑶ 保健機関、福祉機関との連携 

ア 保健機関との連携 

高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化に対応するため、保健所等と連携し、生活習慣病の予防や再発防

止等に積極的に取り組みます。 

イ 福祉機関との連携 

福祉事務所や地域包括支援センター、介護サービス事業所等との連携を強化し、患者の退院後の療養や

介護などを支援します。 

  

５ 市立病院間の連携の強化 

⑴ 一つの病院群としての病院運営の推進 【注４】 

・市立病院が相互に連携し、各病院の医療機能を補完し合い、一つの病院群として、広島市の医療施策上必

要な医療を提供するとともに、各病院の役割の見直しや連携強化などを進め、効率的、効果的な病院運

営を行います。 

・市立病院の一体感を促進するため、病院間の人事交流を進めます。 

・同じ職種同士又は職種を超えて、各病院の職員が協議、交流する場づくりを進め、病院間の連携を推進し

ます。 

・広島市が指定管理者制度により運営している安芸市民病院との連携を図り、患者の受入れや紹介を積極的

に行います。 

 

⑵ 病院総合情報システムの更新等 【注５】

 

広島市民病院及び安佐市民病院で運用している病院総合情報システム（電子カルテシステムを中心とした

医療情報を電子化して総合的に活用するシステム）の更新と舟入市民病院への導入等により、４病院間の診

療情報の円滑な伝達や共有化を推進します。 

 

⑶ 地域の医療機関との診療情報の共有化の検討 

ひろしま医療情報ネットワーク（診療情報などの医療情報を複数の医療機関で共有するシステム）の利用

状況等も踏まえ、地域の医療機関との診療情報の共有化等について検討します。 

 

６ 保健医療福祉行政への協力  

⑴ 広島市が実施する保健医療福祉施策への協力 

これまでどおり、広島市の保健医療福祉を担当する部局との連携を維持し、広島市が実施する保健や医療、

福祉施策に積極的に協力します。 

 

⑵ 災害等の緊急事態への対応 

・災害その他の緊急時には、広島市地域防災計画等に基づき、市長からの求めに応じて適切に対応するとと

もに、自らの判断で医療救護活動を行います。 

・食中毒や感染症をはじめとする健康危機事案への対応についても、広島市の保健医療担当部局、消防局等

との連携と情報共有を図り、市立病院として求められる医療の提供等を行います。 

 

【注３】 高度医療機器の共同利用、開放型病床の利用の促進 

 〔高度医療機器の共同利用状況〕（平成 24 年度）                   （単位：件） 

区 分 広島市民病院 安佐市民病院 舟入市民病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 計 

ＣＴ ２４５ １，１７２ １５ ０ １，４３２ 

ＭＲＩ １８９ ３２２ ０ １８７ ６９８ 

胃カメラ ６４ ４５６ １１ ０ ５３１ 

その他 ２２７ １８５ １０６ ０ ５１８ 

計 ７２５ ２，１３５ １３２ １８７ ３，１７９ 

    ※その他は、心臓カテーテル、大腸ファイバー等 

〔開放型病床の利用に係る入院延べ患者数〕（平成 24 年度）              （単位：人） 

区 分 広島市民病院 安佐市民病院 舟入市民病院 計 

延べ入院患者数 １０，８２５ ４３４ １，５６４ １２，８２３ 

   〔登録医数〕（平成 25 年 3月 31 日現在）                       （単位：人） 

区 分 広島市民病院 安佐市民病院 舟入市民病院 計 

登録医の数 ２９６ ８３ ６７ ４４６ 

  

【注４】 一つの病院群としての病院運営の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【注５】 病院総合情報システム（電子カルテシステム等）の更新等 

広島市民病院、安佐市民病院の電子カルテにおいて、システム稼働から 7 年以上経過し老朽化したシステムのハード

及びソフトを更新するとともに、舟入市民病院においては、現行システムがオーダーリングシステムのみであることか

ら機能を追加導入する。これらの更新により、診療から会計までの診療情報のネットワーク化、病院内の診療情報の共

有化が一層進む。 

また、リハビリテーション病院については、現在のシステム（平成 20 年度導入）の更新は見送るが、上記のシステム

更新等で導入する医療連携システムにより、他の市立病院との医療連携の強化を図ることとし、これらのシステム更新

等によって、市立病院間の患者情報や診療情報等のスムーズな伝達・共有化等を進める。 

【スケジュール】 

 平成 25 年度 仕様作成 

 平成 26 年度 システム構築、機器購入 

 平成 27 年度 運用開始  

 

広島市民病院 

地域の医療水準をリードする急性期病院 

安佐市民病院 

北部地域の中核病院 

舟入市民病院 

・小児救急医療の安定的な提供 

・第二種感染症指定医療機関 

リハビリテーション病院・自立訓練施設 

高度で専門的な回復期リハビリテーション医

療と自立のための訓練と合わせ一貫したリハ

ビリテーションサービスの提供 

広島市民病院・安佐市民病院と連携した急性期から回復期までの連

続したリハ医療の提供 

広島市民病院からの患者

の受け入れ等の連携 

安佐南区の分

担等、両病院

の連携と協調 

一つの病院群 

としての連携 
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中期計画（案） 説  明 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 業務運営体制の確立       

 中期目標、中期計画に掲げる目標、取組の達成を目指し、市立病院機構の運営を自律的、機動的に行うため、

次のことに取り組みます。 

 

⑴  理事会を中心とした組織体制の整備、病院長の権限強化等        

市立病院機構が自律的、機動的な病院運営を行うため、理事会を中心とした組織体制を整備します。ま

た、病院長のリーダーシップの下で、各病院の実情を踏まえた自主的な病院運営が迅速かつ的確に行える

よう、病院長の権限強化や、説明責任の徹底などの責任の明確化を図ります。 

 

⑵ 本部事務局体制の整備 

市立病院の病院機能の向上、経営改善に係る課題分析や対応策の企画立案が、迅速かつ的確に行える本部

事務局体制の整備を行います。 

 

⑶ 病院事務室の機能強化 

職員の増員や組織の再編、病院経営や医療事務に係る専門知識を有する職員の確保など、各病院の運営を

支える病院事務室の機能強化を図ります。 

 

⑷ 業務改善に取り組む風土づくり 

経営状況や業務運営上の課題等について、常に問題意識を持ち、その改善に取り組もうとする組織風土を

醸成するとともに、業務運営の改善や効率化について提案しやすい仕組みを検討します。  

 

２ 人材の確保、育成

 

⑴ 病院を取り巻く環境変化に迅速、柔軟に対応した人材の確保   

収支への影響も踏まえながら、積極的に組織や人員体制の見直しを行い、病院を取り巻く環境変化に迅

速、柔軟に対応した人材の確保に取り組みます。 

  

ア 診療体制の拡充 

業務の量や質に応じた適切な人員配置を行い、診療・看護体制の充実や医療スタッフの負担軽減を図り

ます。 

 

イ 医療支援センター等の体制強化 

地域の医療機関等との連携強化、患者・家族に対する相談支援機能の強化のため、専門職員の増員等に

より医療支援センター等の体制を強化します。 

 

ウ 多様な採用方法と雇用形態の導入 

・新規採用に加え、経験者採用の拡大、退職者の再任用・再雇用の活用などにより、迅速、柔軟な人材

確保を進めます。 

・多様な勤務時間、勤務シフトを導入し、より幅広く必要な人材の確保に取り組みます。 

 

エ 医師確保の推進 

臨床研修プログラムの充実や指導体制の整備等に取り組み、臨床研修医や後期研修医の受入拡大、定着

を図ります。 

 

オ 看護師確保の推進 

広島市立看護専門学校や他の看護師養成機関等との連携強化を図り、優れた看護師の確保に取り組みま

す。 

   カ 看護師等の安定的な職場定着の推進 

看護師等の職場への定着を図るため、意欲的に働くことができる働きやすい職場環境づくりや指導体制

の充実に取り組みます。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    運営運営運営運営体制の強化体制の強化体制の強化体制の強化――――職員が意欲的に働く職員が意欲的に働く職員が意欲的に働く職員が意欲的に働くことができる、働きやすい職場環境への改善ことができる、働きやすい職場環境への改善ことができる、働きやすい職場環境への改善ことができる、働きやすい職場環境への改善    

 

    １１１１    体制強化の基本方針体制強化の基本方針体制強化の基本方針体制強化の基本方針    

    

        ⑴⑴⑴⑴    増員による体制強化増員による体制強化増員による体制強化増員による体制強化    

今期の中期計画期間中（26 年度～29 年度）に、法人化による病院の運営に係る自由度の拡大を最大限に生かし、これ

まで職員定数の制約から、抑制的であった職場環境の改善につながる職員配置を推進する。こうした職場環境の改善が、

職員に余裕を与え、働く意欲を高め、高い医療水準と相まって、より良い医療サービス提供につながり、病院に対する

満足度、評価を高めることにつながるものと考える。 

増員は、下記のとおり 136 人を予定しているが、これらの増員はその多くが収益の増を伴わないものであることから、

病院経営への影響も十分留意しながら取り組む。 

（職員増員計画）  

① 年次別                              (単位：人)                                  

職  種 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 計 

医師 ８ ２ １ １ １２ 

看護師 ４７ １２ ６  ６５ 

薬剤師 １２ ８ ５ ５ ３０ 

臨床工学技士 ２    ２ 

診療放射線技士 ２    ２ 

理学療法士 ６   １ ７ 

作業療法士 ７   １ ８ 

言語聴覚士 ６    ６ 

ＭＳＷ ３  １  ４ 

計 ９３ ２２ １３ ８ １３６ 

   （参考）これまでに法人化した政令市の法人移行時の増員状況（出典：地方公営企業年鑑） 

       ・神戸市【法人化：21 年度】（20 年度末→24 年度末） ２７９人（２病院 1,058 床） 

       ・福岡市【法人化：22 年度】（21 年度末→24 年度末） ３３５人（２病院   414 床） 

       ・京都市【法人化：23 年度】（22 年度末→24 年度末）  ５１人（２病院   586 床） 

・堺市 【法人化：24 年度】（23 年度末→24 年度末） ２２２人（１病院   493 床） 

② 理由別                                                 (単位：人) 

区 分 広島市民病院 安佐市民病院 舟入市民病院 リハビリテーション病院 計 

病棟夜勤体制等の看護体制の充実 １２ １４ １０ ８ ４４ 

医療支援センター等の体制強化  ２ ３ ２ ７ 

病棟薬剤業務等の充実 ２０ ５ ３  ２８ 

救急体制の強化 １９ ２   ２１ 

３６５日リハの実施等のリハ医療の充実    １９ １９ 

がん診療の強化  １０   １０ 

教育担当看護師の配置 １ １   ２ 

高精度放射線治療センターとの連携その他 ５    ５ 

計 ５７ ３４ １６ ２９ １３６ 

          

 

⑵⑵⑵⑵    嘱託・臨時職員の再編嘱託・臨時職員の再編嘱託・臨時職員の再編嘱託・臨時職員の再編    

職員定数の制約から十分な正規職員、嘱託職員が配置できなかったことから、正規職員については嘱託職員や臨時職

員で、嘱託職員は臨時職員で補ってきた。このため、同じ業務を行っているにもかかわらず、職員間で身分、給与等が

違う状況にあった。法人化を機に、嘱託・臨時職員の業務内容を再点検し、これら職員の再編を行う。 

      ① 医療職嘱託・臨時職員ポストの正規職員化 

医療技術職の嘱託職員及び臨時職員としての雇用は、給与水準が低い上、身分が安定しないことから、その確保が

難しく、また、離職率も高く、安定的な診療体制の維持に支障が生じている。医療技術職を安定的に確保し運営する

ため、これまでの嘱託・臨時職員ポストを正規職員ポストとする。 
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中期計画（案） 説  明 

キ 病院間の人事交流の推進 

各病院が必要とする人材を市立病院全体で確保・育成するため、病院間の人事交流を推進します。 

 

⑵ 事務職員の専門性の向上 

ア 病院経営に関する知識・経験を有する人材の民間等からの採用 

事務長をはじめとする事務職員について、病院経営や医療事務等に精通した人材の民間等からの採用に

ついて検討します。 

 

イ 法人職員の計画的な採用と育成 

・広島市からの派遣職員を法人が採用する職員に段階的に切り替え、病院経営、医療事務に係る専門知

識を有する職員の確保を図ります。 

・病院事務に関する専門研修への参加、各市立病院の事務職員同士の研修や情報交換を通じて事務職員

の専門性の向上を図ります。 

 

ウ 経営コンサルタント等の活用 

効果的な経営戦略を企画立案するため、必要に応じて医療経営コンサルタント等の活用を検討します。 

 

⑶ 研修の充実 

   ア 多様な研修機会の提供と参加しやすい環境づくり 

院内研修の充実、各種学会・研修会への参加の促進、新たな派遣研修の創設など、多様な研修機会の提

供と参加しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

イ 資格研修参加の促進 

専門資格取得のための教育研修への参加を支援します。 

 

ウ 新規採用看護師等に対する指導・研修の充実 

・教育担当看護師を配置し、新規採用の看護師への指導や研修の充実を図ります。 

・広島市立看護専門学校や他の関係教育機関等からの看護実習生等の受入れを拡大するため、教育研修機

能の充実を図ります。 

 

３ 弾力的な予算の執行、組織の見直し 

  地方独立行政法人制度の利点を十分に生かし、弾力的な予算執行、多様な契約手法の導入を進めるととも

に、医療需要等の変化に即して、迅速・柔軟に組織や人員配置を見直します。 

 

⑴ 弾力的な予算執行 

・機動力のある予算措置や病院実態に即した弾力的な予算執行を行い、効率的かつ効果的な業務運営を行い

ます。 

・各病院長への適切な権限配分に基づき、病院長のリーダーシップの下で迅速かつ的確な予算執行を行いま

す。 

 

⑵ 契約手法及び契約に係る執行体制の見直し 

・長期・複合契約の対象範囲の拡大や価格交渉落札方式などの多様な契約手法を導入し、競争性の向上及び

費用の縮減を図ります。 

・公正性・透明性を損ねない範囲で、物品調達等に係る随意契約の適用範囲を拡大し、契約事務の機動性の

向上及び効率化を図ります。 

・本部事務局に契約事務を統括する部署を設置し、契約事務の適正化及び効率化を図ります。 

 

⑶ 施設整備に係る執行体制の見直し 

本部事務局に建設工事等の発注を担当する部署を設置するとともに、積算、監督及び検査業務の一部を民

間委託することにより、各病院の施設整備を迅速、適切に行うための体制を整備します。 

 

 

   （正規職員化する職種及び予定数） 

     医師、診療放射線技師、理学療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、薬剤師、臨床工学技士、視能訓練士、歯科衛

生士、栄養士、臨床心理士、保健師、医療ソーシャルワーカー／158 人 

② 事務室等の事務に従事する嘱託・臨時職員の再編 

26 年度に、業務の実態把握、再編の方向性・手順を検討し、27 年度から、順次再編に着手する。 

 

⑶⑶⑶⑶    欠員が生じない職員の確保、配置欠員が生じない職員の確保、配置欠員が生じない職員の確保、配置欠員が生じない職員の確保、配置    

 法人化後は、年度中の欠員等の状況を的確に把握し、毎年度 4月 1 日には必要職員数を採用、配置するとともに、必

要に応じて年度中途の採用試験を実施する。 

 

２２２２    重点重点重点重点取組取組取組取組    

⑴⑴⑴⑴    看護体制の充実・強化看護体制の充実・強化看護体制の充実・強化看護体制の充実・強化    

① 病棟夜勤体制の強化等のための看護師の増員 

② 外来等日勤看護業務に係る臨時看護師の廃止と嘱託看護師の配置 

③ 看護補助者等の増員 

 

⑵⑵⑵⑵    医療支援センター等の医療支援センター等の医療支援センター等の医療支援センター等の体制体制体制体制強化強化強化強化    ～ 内容は、説明欄Ｐ6 ２医療支援センター等の体制強化のとおり    

    ① 専門職（ＭＳＷ、看護師）の増員、正規職員化 

② 組織体制の明確化 

    

⑶⑶⑶⑶    事務室機能の強化事務室機能の強化事務室機能の強化事務室機能の強化    

これまで診療に直接従事する職員の増員枠確保のため削減等が続いた事務室体制を強化し、円滑な病院運営と安定し

た経営の維持を図る。 

① 一般事務職の市派遣職員から法人採用職員への切替え 

   ② 増員と組織体制の明確化（27 年度以降） 

   ③ 嘱託職員・臨時職員の再編（27 年度以降）    

    

３３３３    病院の実態に即した人事・給与制度の構築病院の実態に即した人事・給与制度の構築病院の実態に即した人事・給与制度の構築病院の実態に即した人事・給与制度の構築    

⑴⑴⑴⑴    育児短時間勤務育児短時間勤務育児短時間勤務育児短時間勤務制度制度制度制度の維持―育児短時間勤務の維持―育児短時間勤務の維持―育児短時間勤務の維持―育児短時間勤務職員の勤務形態の見直し職員の勤務形態の見直し職員の勤務形態の見直し職員の勤務形態の見直し    

育児短時間勤務制度は、子育てをしながら就労する職員のワーク・ライフ・バランスの推進に不可欠な制度であり、

経験豊富な、優秀な医療職員の確保にもつながることから、制度の安定的な運用、維持を図る必要がある。しかしなが

ら、ここ数年の育児短時間勤務者が急激に増加し、夜勤体制の維持への支障や、経営上の大きな負担となりつつある。

こうしたことから、同制度を維持しながら円滑な勤務体制が確保できるよう、育児短時間勤務職員の勤務形態の見直し

を行う。 

 

⑵⑵⑵⑵    院内保育の充実院内保育の充実院内保育の充実院内保育の充実    

夜間保育、病児・病後児保育の導入等、職員の保育需要に対応した、院内保育の充実を図る。 

 

⑶⑶⑶⑶    手当手当手当手当の充実の充実の充実の充実    

    年末年始や夜間救急等の勤務実態に応じ、手当の創設、見直しを行う。 
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中期計画（案） 説  明 

⑷ 病院の維持管理体制の見直し 

委託業者を含めた病院の維持管理関係者の連絡会議を設置するなど、病院内の各種業務間の連携の強化を

図り、維持管理がより効果的、効率的に行えるよう病院の維持管理体制の見直しに取り組みます。 

 

４ 意欲的に働くことのできる、働きやすい職場環境づくり 

⑴ 病院の実態に即した人事・給与制度の構築 

職員の給与制度は、広島市に準じたものとします。また、病院職員が意欲的に働くことができるよう、法

人の経営状況を踏まえつつ、勤務実態に応じた手当の新設など、職員の勤務実態や貢献度が適正に評価され

る人事・給与制度を構築します。 

   

⑵ 適切な役割分担と業務の負担軽減 

医療クラークや看護補助者等、医療スタッフが行う業務を補助する職員を増員し、医療スタッフの負担軽

減を図るとともに、迷惑患者等に対応する専門職員を配置するなど、業務に専念できる職場環境の整備に取

り組みます。 

 

⑶ ワーク・ライフ・バランスの推進 

ア 子育てと仕事との両立の支援 

育児短時間勤務制度の維持や院内保育の充実など、職員の子育てと仕事との両立を支援します。 

 

イ 時間外勤務の削減 

時間外勤務、休日勤務の削減等に取り組み、職員の健康保持や子育てを支援します。 

 

ウ メンタルヘルス対策の実施 

職員の心の健康対策として、過重労働による健康障害の防止のための教育・研修の実施、相談体制の整

備、職場復帰支援等を推進します。 

 

５ 外部評価等の活用 

 会計監査人による監査等 

会計監査人による監査、評価委員会による評価等の結果を踏まえ、速やかに対応を検討し、必要な業務運

営の改善に取り組みます。また、病院運営の透明性を高めるため、その結果や対応について、ホームページ

等を活用して積極的に公開します。 
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中期計画（案） 説  明 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

  

経営の安定化の推進 

⑴ 中期目標期間中の経常収支の黒字の維持 

公共性の高い医療を提供するために必要な広島市からの運営費負担金の交付の下、中期目標期間中の経常

収支の黒字を維持します。 

     【目標値】                       （単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

経常収支比率 １０２．５ １００．５ 

※経常収支比率＝（経常収益／経常費用）×100 

 

⑵ 診療科別・部門別の収支状況の把握と迅速な対応 

各病院の診療科別、部門別の収支状況を、常時把握、分析し、迅速に対応策を検討、実施します。 

 

⑶ 経費の削減 

・長期契約など多様な契約手法の導入により競争性を高め、調達コストの削減を図ります。 

・各病院で使用する医薬品や診療材料の品目の共通化を進め、共同購入の拡大等に取り組みます。 

・診療経費の節減や患者負担の軽減の観点から、後発医薬品の採用拡大に取り組みます。 

 

【目標値】後発医薬品採用品目比率             （単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

広島市民病院 ７．１ １４．０ 

安佐市民病院 １０．０ １６．０ 

舟入市民病院 １１．９ １７．０ 

リハビリテーション病院 ２０．６ ２２．０ 

※採用品目比率＝（後発医薬品目数／医薬品目数総数）×100 

 

・医療の質の向上、医療安全の確保、患者サービスの向上などに十分配慮した上で、職員の適正配置、時間

外勤務の削減などを行い、適正な人件費の維持に努めます。 

 

【目標値】                         （単位：％） 

区 分 平成 26 年度予算 平成 29 年度目標値 

給与費対医業収益比率 ５４．９ ５４．１ 

 

※給与費対医業収益比率＝（給与費／医業収益）×100 

※給与費は、退職手当を除く。 

※第１期の中期目標期間の給与費対医業収益比率は、法人化による運営体制強化のため、職員の増員等

に積極的に取り組むことから、平成 26 年度予算の比率と比較することとした。 

 

⑷ 収入の確保 

・今後の疾病動向や診療報酬改定の情報収集、分析を行い、それらに迅速かつ的確に対応した病院経営を行

います。 

・地域の医療機関との役割分担と連携の下、適正な在院日数や病床の管理を行い、診療報酬収入の確保に努

めます。 
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中期計画（案） 説  明 

 

【目標値】病床利用率                  （単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

広島市民病院（一般病床） ９６．４ ９６．４ 

安佐市民病院 ８７．７ ８８．６ 

舟入市民病院（内科、外科） ７２．９ ８０．０ 

リハビリテーション病院 ９２．０ ９６．０ 

※病床利用率＝（延入院患者数／診療日数）÷病床数 

※延入院患者数は退院日を含む。 

※舟入市民病院の病床利用率は、小児科病床を除く内科、外科の病床利用率 

 

・診療報酬制度に基づく適正な診療、事務処理を徹底し、請求漏れの解消、査定減（診療報酬を支払基金等

に請求した際の減額）の縮減を図ります。 

・収入の確保及び公平性の観点から、医療費個人負担分に係る未収金の発生防止に取り組むとともに、回収

困難な事案については弁護士法人への回収委託等を行うなど、発生した未収金の早期回収に取り組みま

す。 

 

【目標値】医療費個人負担分の収納率           （単位：％） 

区 分 平成 24 年度実績 平成 29 年度目標値 

広島市民病院 ９４．４ ９５．０ 

安佐市民病院 ９３．３ ９４．０ 

舟入市民病院 ９１．１ ９２．０ 

リハビリテーション病院 ９９．０ ９９．０ 

※現年分収納率と滞納繰越分収納率を合わせた収納率 

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

 

  安佐市民病院の建替えと医療機能の拡充 

  耐震性の向上と老朽化・狭あい化の解消、高度で先進的な医療機能の拡充等への対応を図るため、以下の

とおり、安佐市民病院の建替えを進めます。また、建替えに当たっては、広島市と十分に連携して取り組み

ます。 

 

 ⑴ 担うべき医療の基本的な方向性 

  ア 高度で先進的な医療の拡充 

  イ 北部地域の病院支援と患者の受入れの拡充 

  ウ 地域に根差した医療機能等の拡充 
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中期計画（案） 説  明 

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 

（注 1）計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、 

合計で一致しないものがある。 

（注 2）期間中の給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

 

〔人件費の見積り〕 

期間中の総額として、１１１，１０５百万円を見込む。 

この金額は、役員報酬並びに職員基本給、諸手当、退職手当等給与費の合計である。 

 

 

 

    

ⅢⅢⅢⅢ    安定した経営の維持安定した経営の維持安定した経営の維持安定した経営の維持    

 

（注）予算は、中期計画期間中の４年間に収入、支出される資金の規模を示すためのものである。 

   予算では、資金の支出を伴わない減価償却費、資産減耗費、貸倒引当への繰入金は支出から除き、また、給与費のうち退 

職手当等は実支出額を計上（収支計画では退職給付引当金への繰入額を計上）していることから、収支計画と合致しない。 

さらに、資本支出に充当する過年度の留保資金は収入から除いているため、収入計と支出計は合致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　予算（平成２６年度から平成２９年度まで） （単位：百万円）

計

211,308

193,281

17,275

752

0

3,861

1,201

2,660

0

33,408

9,856

23,552

0

248,577

195,679

193,162

給与費 109,462

材料費 55,666

経費 27,362

研究研修費 672

2,517

給与費 1,643

経費 874

研究研修費 0

3,746

0

54,542

14,783

24,430

15,329

0

253,967

区分

営業収益

医業収益

運営費負担金・運営費交付金収益

補助金等収益

その他営業収益

営業外収益

収入

長期借入金

その他資本収入

支出

計

その他収入

運営費負担金収益

その他営業外収益

臨時利益

資本収入

営業費用

医業費用

計

その他支出

臨時損失

資本支出

建設改良費

投資

償還金

一般管理費

営業外費用

１　予算 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 計

51,049 52,909 53,487 53,863 211,308

46,793 48,487 48,865 49,136 193,281

4,068 4,234 4,434 4,539 17,275

188 188 188 188 752

0 0 0 0 0

960 979 969 953 3,861

302 315 302 282 1,201

658 664 667 671 2,660

0 0 0 0 0

3,979 12,777 1,865 14,787 33,408

3,856 1,684 1,742 2,574 9,856

123 11,093 123 12,213 23,552

0 0 0 0 0

55,988 66,665 56,321 69,603 248,577

47,757 48,911 49,420 49,591 195,679

47,139 48,292 48,787 48,944 193,162

給与費（職員基本給、諸手当、退職手当等） 26,908 27,315 27,580 27,659 109,462

材料費 13,368 13,969 14,141 14,188 55,666

経費（委託料、光熱水費、賃借料等） 6,696 6,840 6,898 6,928 27,362

研究研修費 167 168 168 169 672

618 619 633 647 2,517

給与費（役員報酬、職員基本給、諸手当、退職手当等） 401 401 414 427 1,643

経費（委託料、光熱水費、賃借料等） 217 218 219 220 874

研究研修費 0 0 0 0 0

948 973 943 882 3,746

0 0 0 0 0

10,097 18,976 6,140 19,329 54,542

6,545 3,261 2,154 2,823 14,783

0 12,090 0 12,340 24,430

3,552 3,625 3,986 4,166 15,329

0 0 0 0 0

58,802 68,860 56,503 69,802 253,967

補助金等収益（国・県補助金）

投資（国債等の購入）

計

その他支出

その他収入（上記以外の収入）

計

支

出

営業費用（診療に係る費用）

医業費用（病院運営に要する費用）

一般管理費（本部事務局など法人共通の費用）

営業外費用（支払利息等）

臨時損失（固定資産売却損等）

資本支出

建設改良費

償還金（法人移行前の地方債及び移行後の長期借入金の元金償還

金）

区分

収

入

営業収益（診療に係る収益）

医業収益（入院・外来収入、室料差額収益等）

運営費負担金・運営費交付金収益（救急医療等に必要となる経

費、土地分を除く長期借入金等の元金償還金に係る市からの繰入

金）

その他営業収益

営業外収益（営業収益以外の収益）

運営費負担金収益（長期借入金等の利息に係る市からの繰入金）

その他営業外収益（受取利息・配当、駐車場料金収入等）

臨時利益（固定資産売却益等）

資本収入

長期借入金（建設改良に係る市からの借入金）

その他資本収入（土地分の長期借入金等の元金償還金に係る市か

らの繰入金及び国債の償還金等）

（人件費の内訳） （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 計

25,761 25,775 25,935 25,936 103,407

1,548 1,941 2,059 2,150 7,698

27,309 27,716 27,994 28,086 111,105

区　分

従来分

職員増員等体制強化分

計
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中期計画（案） 説  明 

〔運営費負担金・運営費交付金の繰出基準等〕 

救急医療、小児医療、リハビリテーション医療など法人の経営努力だけでは維持することが困難な公共性の高

い医療に係る経費に対する運営費負担金については、毎年度総務省が発出する通知「地方公営企業繰出金につい

て」に準じた考え方により算出する。 

建設改良費及び長期借入金等元金償還金に充当される運営費負担金については、経常費助成のための運営費負

担金とする。 

舟入市民病院の職員の退職手当に対する運営費交付金については、地方公営企業法全部適用以前の在職年数に

応じて按分して算出する。 

 

 

（注）計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、 

合計で一致しないものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）収支計画は、資金の収入、支出ではなく、損益の状況の見通しを表している。 

 このため、予算では除かれていた資金の支出を伴わない減価償却費、資産減耗費、貸倒引当への繰入金は支出に含み、 

また、給与費のうち退職給付費用等は予算で計上している実支出額でなく引当金への繰入額を計上している。 

２　収支計画（平成２６年度から平成２９年度まで） （単位：百万円）

金　額

215,169

211,308

193,281

17,275

752

0

0

3,861

1,201

2,660

0

214,288

210,542

208,025

給与費 109,199

材料費 55,666

経費 27,423

減価償却費 14,753

資産減耗費 312

研究研修費 672

2,517

給与費 1,643

経費 874

研究研修費 0

3,746

0

881

881

0

881

区　分

営業収益

医業収益

運営費負担金・運営費交付金収益

補助金等収益

資産見返運営費負担金等戻入

その他営業収益

収益の部

総利益

営業費用

医業費用

一般管理費

営業外費用

臨時損失

費用の部

経常損益

純利益

目的積立金取崩額

営業外収益

運営費負担金収益

その他営業外収益

臨時利益

２　収支計画 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 合計

51,049 52,909 53,487 53,863 211,308

46,793 48,487 48,865 49,136 193,281

入院収益・外来収益 45,809 47,492 47,861 48,133 189,295

その他医業収益(人間ドック、室料差額、文書料等) 984 995 1,004 1,003 3,986

4,068 4,234 4,434 4,539 17,275

188 188 188 188 752

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

960 979 969 953 3,861

302 315 302 282 1,201

658 664 667 671 2,660

0 0 0 0 0

52,009 53,888 54,456 54,816 215,169

51,030 52,676 53,263 53,573 210,542

50,412 52,057 52,630 52,926 208,025

給与費（職員基本給、諸手当、退職給付費用等） 26,701 27,275 27,508 27,715 109,199

材料費 13,368 13,969 14,141 14,188 55,666

経費（委託料、光熱水費、賃借料等） 6,711 6,857 6,912 6,943 27,423

減価償却費 3,387 3,710 3,823 3,833 14,753

資産減耗費 78 78 78 78 312

研究研修費 167 168 168 169 672

618 619 633 647 2,517

給与費（役員報酬、職員基本給、諸手当、退職給付費用等） 401 401 414 427 1,643

経費（委託料、光熱水費、賃借料等） 217 218 219 220 874

研究研修費 0 0 0 0 0

948 973 943 882 3,746

0 0 0 0 0

51,978 53,649 54,206 54,455 214,288

31 239 250 361 881

31 239 250 361 881

0 0 0 0 0

31 239 250 361 881

資産見返運営費負担金等戻入

（建設改良に係る運営費負担金及び補助金により取得した資産の

減価償却費見合いを収益化）

計

運営費負担金収益（長期借入金等の利息に係る市からの繰入金）

臨時利益（固定資産売却益等）

経常損益（臨時利益・臨時損失を除く損益）

純利益（臨時利益・臨時損失を含む損益）

目的積立金取崩額

区分

営業収益

医業収益

運営費負担金・運営費交付金収益（救急医療等に必要となる経

費、土地分を除く長期借入金等の元金償還金に係る市からの繰入

金）

補助金等収益（国・県補助金）

総利益

費

用

の

部

営業費用（診療に係る費用）

医業費用（病院運営に要する費用）

一般管理費（本部事務局など法人共通の費用）

営業外費用（支払利息等）

臨時損失（固定資産売却損等）

収

益

の

部

その他営業収益

営業外収益（営業収益以外の収益）

その他営業外収益（受取利息・配当、駐車場料金収入等）

計

（運営費負担金・運営費交付金） （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 計

4,349 4,526 4,712 4,795 18,382

143 145 146 148 582

143 145 146 148 582

4,492 4,671 4,858 4,943 18,964計

区　分

従来分

新規分

自立訓練施設分
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中期計画（案） 説  明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）広島市民病院 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 合計

29,195 30,573 30,765 30,883 121,416

27,523 28,819 28,973 29,061 114,376

入院収益・外来収益 26,878 28,167 28,315 28,403 111,763

その他医業収益 645 652 658 658 2,613

1,578 1,660 1,698 1,728 6,664

94 94 94 94 376

547 571 566 555 2,239

151 170 162 148 631

396 401 404 407 1,608

29,742 31,144 31,331 31,438 123,655

29,045 30,291 30,551 30,650 120,537

28,672 29,843 30,187 30,289 118,991

給与費 14,475 14,817 14,931 15,026 59,249

材料費 8,622 9,123 9,209 9,209 36,163

経費 3,459 3,492 3,595 3,596 14,142

減価償却費 1,982 2,277 2,318 2,324 8,901

資産減耗費 40 40 40 40 160

研究研修費 94 94 94 94 376

373 448 364 361 1,546

598 617 593 548 2,356

0 0 0 0 0

29,643 30,908 31,144 31,198 122,893

99 236 187 240 762

99 236 187 240 762

0 0 0 0 0

99 236 187 240 762

（2）安佐市民病院 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 合計

15,846 16,134 16,309 16,433 64,722

14,977 15,263 15,419 15,546 61,205

入院収益・外来収益 14,765 15,048 15,202 15,329 60,344

その他医業収益 212 215 217 217 861

839 841 860 857 3,397

30 30 30 30 120

146 148 149 149 592

5 6 6 6 23

141 142 143 143 569

15,992 16,282 16,458 16,582 65,314

15,884 16,110 16,323 16,394 64,711

15,761 15,943 16,227 16,234 64,165

給与費 8,547 8,685 8,780 8,866 34,878

材料費 4,118 4,165 4,213 4,223 16,719

経費 1,992 1,980 2,026 2,056 8,054

減価償却費 1,029 1,037 1,132 1,012 4,210

資産減耗費 28 28 28 28 112

研究研修費 47 48 48 49 192

123 167 96 160 546

76 84 85 82 327

0 0 0 0 0

15,960 16,194 16,408 16,476 65,038

32 88 50 106 276

32 88 50 106 276

0 0 0 0 0

32 88 50 106 276

純利益

目的積立金取崩額

総利益

経常損益

区分

収

益

の

部

営業収益

営業費用

医業費用

一般管理費（本部事務局など法人共通の費用の病院分担額）

費

用

の

部

営業外収益

運営費負担金収益

その他営業外収益

計

補助金等収益

営業外費用

運営費負担金収益

臨時損失

計

医業収益

総利益

目的積立金取崩額

一般管理費（本部事務局など法人共通の費用の病院分担額）

営業外費用

臨時損失

計

経常損益

純利益

営業費用

費

用

の

部

医業費用

営業外収益

運営費負担金収益

その他営業外収益

区分

収

益

の

部

医業収益

計

補助金等収益

営業収益

運営費負担金収益
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中期計画（案） 説  明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（3）舟入市民病院 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 合計

3,853 3,987 4,178 4,299 16,317

2,710 2,811 2,875 2,931 11,327

入院収益・外来収益 2,611 2,711 2,775 2,831 10,928

その他医業収益 99 100 100 100 399

1,079 1,112 1,239 1,304 4,734

64 64 64 64 256

110 106 102 97 415

78 74 70 65 287

32 32 32 32 128

3,963 4,093 4,280 4,396 16,732

3,801 3,957 4,062 4,193 16,013

3,679 3,953 3,889 4,067 15,588

給与費 2,108 2,165 2,178 2,194 8,645

材料費 572 625 662 699 2,558

経費 827 947 849 849 3,472

減価償却費 145 189 173 298 805

資産減耗費 10 10 10 10 40

研究研修費 17 17 17 17 68

122 4 173 126 425

131 134 130 120 515

0 0 0 0 0

3,932 4,091 4,192 4,313 16,528

31 2 88 83 204

31 2 88 83 204

0 0 0 0 0

31 2 88 83 204

（4）リハビリテーション病院・自立訓練施設 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 合計

2,155 2,215 2,235 2,248 8,853

1,583 1,594 1,598 1,598 6,373

入院収益・外来収益 1,555 1,566 1,569 1,570 6,260

その他医業収益 28 28 29 28 113

572 621 637 650 2,480

0 0 0 0 0

157 154 152 152 615

68 65 64 63 260

89 89 88 89 355

2,312 2,369 2,387 2,400 9,468

2,300 2,318 2,327 2,336 9,281

2,300 2,318 2,327 2,336 9,281

給与費 1,571 1,608 1,619 1,629 6,427

材料費 56 56 57 57 226

経費 433 438 442 442 1,755

減価償却費 231 207 200 199 837

資産減耗費 0 0 0 0 0

研究研修費 9 9 9 9 36

143 138 135 132 548

0 0 0 0 0

2,443 2,456 2,462 2,468 9,829

▲ 131 ▲ 87 ▲ 75 ▲ 68 ▲ 361

▲ 131 ▲ 87 ▲ 75 ▲ 68 ▲ 361

0 0 0 0 0

▲ 131 ▲ 87 ▲ 75 ▲ 68 ▲ 361

経常損益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

費

用

の

部

営業費用

医業費用

営業外費用

臨時損失

計

営業外収益

運営費負担金収益

その他営業外収益

計

区分

収

益

の

部

営業収益

医業収益

運営費負担金収益

補助金等収益

臨時損失

計

経常損益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

計

費

用

の

部

営業費用

医業費用

一般管理費（本部事務局など法人共通の費用の病院分担額）

営業外費用

補助金等収益

営業外収益

運営費負担金収益

その他営業外収益

区分

収

益

の

部

営業収益

医業収益

運営費負担金・運営費交付金収益
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中期計画（案） 説  明 

 

（注）計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、 

合計で一致しないものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）広島市からの繰越金 6,861 百万円は、資金としての使用が可能な現金預金。引き継いだ資金としては、別に固定資産 

として引き継いだ長期の資金運用の定期預金 4,420 百万円及び国債 6,550 百万円計 10,970 百万円がある。 

 

（注 2）（ ）書は前年度からの繰越金、次年度への繰越金及びこれら繰越金を含めた収入、支出の合計を示す。 

３　資金計画（平成２６年度から平成２９年度まで） （単位：百万円）

計

255,438

215,169

診療業務による収入 193,281

運営費負担金・運営費交付金による収入 18,476

その他の業務活動による収入 3,412

23,552

運営費負担金による収入 488

その他の投資活動による収入 23,064

9,856

長期借入れによる収入 9,856

その他の財務活動による収入 0

6,861

255,438

199,425

給与費支出 111,105

材料費支出 55,666

その他の業務活動による支出 32,654

39,213

有形固定資産の取得による支出 14,783

その他の投資活動による支出 24,430

15,329

長期借入金の返済による支出 1,727

移行前地方債償還債務の償還による支出 13,602

その他の財務活動による支出 0

1,471

区　分

業務活動による収入

投資活動による収入

財務活動による収入

広島市からの繰越金

資金収入

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

３　資金計画 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度 29年度 計

52,009 53,888 54,456 54,816 215,169

46,793 48,487 48,865 49,136 193,281

4,370 4,549 4,736 4,821 18,476

846 852 855 859 3,412

123 11,093 123 12,213 23,552

122 122 122 122 488

1 10,971 1 12,091 23,064

3,856 1,684 1,742 2,574 9,856

3,856 1,684 1,742 2,574 9,856

0 0 0 0 0

55,988 66,665 56,321 69,603 248,577

6,861 (4,047) (1,852) (1,670) 6,861

(62,849) (70,712) (58,173) (71,273) 255,438

48,705 49,884 50,363 50,473 199,425

27,309 27,716 27,994 28,086 111,105

13,368 13,969 14,141 14,188 55,666

8,028 8,199 8,228 8,199 32,654

6,545 15,351 2,154 15,163 39,213

6,545 3,261 2,154 2,823 14,783

0 12,090 0 12,340 24,430

3,552 3,625 3,986 4,166 15,329

0 0 631 1,096 1,727

3,552 3,625 3,355 3,070 13,602

0 0 0 0 0

58,802 68,860 56,503 69,802 253,967

(4,047) (1,852) (1,670) 1,471 1,471

(62,849) (70,712) (58,173) (71,273) 255,438

資

金

支

出

区　分

資

金

収

入

業務活動による収入

診療業務による収入

運営費負担金・運営費交付金による収入

その他の業務活動による収入

投資活動による収入

運営費負担金による収入

その他の投資活動による収入

財務活動による収入

長期借入れによる収入

その他の財務活動による収入

　　　小　計

広島市からの繰越金（前年度からの繰越金）

　　　　　計　Ａ

業務活動による支出

給与費支出

材料費支出

その他の業務活動による支出

　　　小　計　Ｂ

有形固定資産の取得による支出

その他の投資活動による支出

財務活動による支出

長期借入金の返済による支出

移行前地方債償還債務の償還による支出

その他の財務活動による支出

投資活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

（次年度への繰越金）Ａ－Ｂ

　　　　　　　計

広島市から引き継いだ資金の内訳 （単位：百万円）

金　　　額

流動資産 現金預金 6,861

定期預金 4,420

国　　債 6,550

17,831

固定資産

区　　　分

計
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中期計画（案） 説  明 

第７ 短期借入金の限度額 

 

１ 限度額 

   ５０億円 

 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

⑴ 賞与の支給等による一時的な資金不足への対応 

⑵ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 

 

 

１ 限度額 

  これまで毎年度の予算で定めていた一時借入金の限度額（50 億円）と同額 

 

第８ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

なし 

 

 

第９ 第８に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 

 

 

第 10 剰余金の使途 

 

決算において剰余金を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、人材育成及び能力開発のための

研修や教育などに充てる。 

 

第 11 料金に関する事項 

 

１ 料金 

   病院の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 76 条第 2 項、第 85 条第 2 項若し

くは第 85 条の 2 第 2 項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第 1 項、第 74

条第 2項若しくは第 75 条第 2項の費用の算定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げるもの

については、それぞれ当該各号に定める額とする。 

   

⑴ 使用料 

ア 特別病室差額使用料  

・広島市民病院、安佐市民病院、舟入市民病院 別表第 1に定める額 

・リハビリテーション病院          別表第 2に定める額 

 

イ 非紹介患者加算初診料(他の病院又は診療所からの文書による紹介がない場合の初診(緊急その他やむ

を得ない事情があると理事長が認める場合の初診並びに舟入市民病院及びリハビリテーション病院にお

ける初診を除く。)に対する加算初診料をいう。) 1,570 円 

 

ウ 新生児室使用料 1 日につき 2,400 円 

 

エ 分べん料 1 件につき 11 万 5,000 円(時間外の場合は、2割増とする。) 

 

オ セカンドオピニオン料(他の病院若しくは診療所において診療を受けている者又はその家族等が、当該

他の病院又は診療所における診断等について意見を聴くための相談に係る使用料をいう。) 1 件につき 

相談時間が 30 分までは 1万 500 円、30 分を超える場合は 1万 500 円に 30 分を超える部分につき 30 分ま

でごとに 3,600 円を加算した額 

 

カ 自立訓練施設の使用料 障害者総合支援法第 29条第 1項に規定する指定障害福祉サービスに要した費

用の額 

 

キ 駐車料金 1 台につき 別表第 3に定める額 

 

 

１ 料金 

料金に関する事項の内容は、次の条例、規程の料金に係る規定内容と同じ。 

・広島市病院事業使用料及び手数料条例 

・広島市病院事業使用料及び手数料条例の施行に関する規程 

・広島市総合リハビリテーションセンター条例 

・広島市総合リハビリテーションセンター条例施行規程 

 

  なお、中期計画期間中に内容を変更する場合には、中期計画の変更として、議会の議決を経て市長の認可を受ける必要が

ある。 
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中期計画（案） 説  明 

⑵ 手数料 

ア 普通診断書料 1 通につき 1,300 円 

 

イ 特別診断書料 1 通につき 別表第 4 に定める額 

 

ウ 証明書料 1 通につき 360 円 

 

２ 上記１⑴にかかわらず、健康保険法第 76 条第 3項に規定する契約その他これに類する契約を締結し、又は

法人、団体等から委託を受け、診療、検査その他の業務を行う場合の使用料及び手数料の額は、次のとおり

とする。 

 

⑴ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和 48年法律第 111号)の規定による療養の給付の対象となる診療

(第 3 号に規定する療養を除く。)については、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬

の額の算定方法(平成 4年環境庁告示第 40 号)に基づいて算定した額とする。 

 

⑵ 自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第 97号)の規定による損害賠償の対象となる診療(次号に規定する

療養を除く。)については、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号。以下「算定方法」と

いう。)に基づいて算定した額又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養

の費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号。以下「算定基準」という。)に基づい

て算定した額に 1.5 を乗じて得た額とする。 

 

⑶ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成 18 年厚生労働省告示第 495 号)第 2条第 7号に掲げる    

療養については、次に掲げる額を合計した額とする。 

ア 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成 18年厚生労働省告示第496号)に基

づいて算定した額(自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる診療にあっては、それぞれ

算定した額に 1.5 を乗じて得た額) 

イ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成 18 年厚生労働省告示第 498 号)第 10 号

に規定する点数に 100 分の 15 を乗じて得た点数(その点数に 1 点未満の端数があるときは、これを四捨

五入して得た点数)に、1 点につき 10 円(自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる診療

にあっては、15 円)を乗じて得た額に 100 分の 105 を乗じて得た額(その額に 1 円未満の端数があるとき

は、その端数金額は切り捨てた額) 

 

⑷ 人間ドック料 

ア 外来ドック(子宮がん検査なし)1 回につき 37,800 円 

 

イ 外来ドック(子宮がん検査あり)1 回につき 41,700 円 

 

⑸ 避妊リング挿入料 1 回につき 26,600 円 

 

⑹ 避妊リング除去料 1 回につき 10,600 円 

 

⑺ 人工授精料 1 回につき 9,600 円 

 

⑻ 新生児介補料 1 日につき 3,810 円 

 

⑼ 前各号以外のもの 

算定方法若しくは算定基準に準じて算定した額又は実費を基準にして定めた額とする。 

 

３ 料金の減免 

理事長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。 
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別表第１（特別病室差額使用料関係 広島市民病院、安佐市民病院、舟入市民病院） 

区 分 単 位 

金 額 

一 般 妊産婦 

特室 1 1 日につき 13,100 円 12,460 円 

特室 2 1 日につき 12,500 円 11,830 円 

特室 3 1 日につき 12,000 円 11,360 円 

特室 4 1 日につき 11,600 円 10,970 円 

特室 5 1 日につき 10,700 円 10,200 円 

特室 6 1 日につき 8,400 円 7,960 円 

特室 7 1 日につき 7,500 円 7,140 円 

特室 8 1 日につき 6,400 円 6,090 円 

特室 9 1 日につき 6,300 円 6,000 円 

特室 10 1 日につき 6,100 円 5,850 円 

特室 11 1 日につき 5,700 円 5,390 円 

特室 12 1 日につき 5,400 円 5,110 円 

特室 13 1 日につき 5,100 円 4,800 円 

特室 14 1 日につき 4,700 円 4,430 円 

特室 15 1 日につき 4,600 円 4,350 円 

特室 16 1 日につき 4,500 円 4,200 円 

特室 17 1 日につき 4,400 円 4,140 円 

特室 18 1 日につき 3,800 円 3,610 円 

特室 19 1 日につき 1,300 円 1,166 円 

別表第２（特別病室差額使用料関係 リハビリテーション病院） 

区 分 単 位 金 額 

111 号室から 118 号まで及び 211 号室から 218 号まで 1 日につき 4,300 円 

120 号室及び 220 号室 1 日につき 11,100 円 

別表第３(駐車料金関係) 

区 分 金 額 

見舞いに

来た者等 

広島市民病院 30 分を超える場合は、30 分を超える部分につき、30分までごとに 180 円 

安佐市民病院 30 分を超える場合は、30 分を超える部分につき、30分までごとに 50円 

舟入市民病院 30 分を超える場合は、30 分を超える部分につき、30分までごとに 150 円 

リハビリテーション病院・自立訓練施設 30 分を超える場合は、30 分を超える部分につき、30分までごとに 50円 

その他の

者 

広島市民病院  30 分までごとに 180 円 

安佐市民病院 30 分までごとに 50円 

舟入市民病院 30 分までごとに 150 円 

リハビリテーション病院・自立訓練施設 30 分までごとに 50円 

備考 

１ この表において、「見舞いに来た者等」とは、病院の入院患者又は自立訓練施設の入所者を見舞いに来た者及び当該入院

患者の入退院時又は当該入所者の入退所時の付添人をいう。 

２ 病院の受診者（入院患者を除く。）、自立訓練施設を通所して使用する者又はこれらの者の付添人が駐車する場合にあっ

ては、この表の規定にかかわらず、駐車料金は無料とする。 

別表第４（特別診断書料関係） 

区 分 単 位 金 額 

身体検査書 1 通につき 1,900 円 

死亡診断書 1 通につき(ただし、2通以上の場合は、

1通を増すごとに 1,300 円を加算する。) 

1,900 円 

休業用診断書 1 通につき 1,900 円 

入学用診断書 1 通につき 1,900 円 

その他これらに準ずるもの 1 通につき 1,900 円 

自動車損害賠償法にかかる診療明細書 1 通につき 1,900 円 

身体障害者診断書 1 通につき 1,900 円 

自動車損害賠償法にかかる診断書 1 通につき 3,900 円 

簡易保険の病状調査書 1 通につき 3,900 円 

保険会社に提出する入院療養証明書 1 通につき 3,900 円 

厚生年金、国民年金用診断書等所定様式による診断書 1 通につき 3,900 円 

その他これらに準ずるもの 1 通につき 3,900 円 
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第 12 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設及び設備に関する計画（平成 26 年度～平成 29 年度）  （単位：百万円） 

施設及び設備の状況 予定額 財 源 

施設、医療機器等整備 14,783 広島市長期借入金等 

（注）金額については見込みである。 

 

２ 人事に関する計画 

収支への影響も踏まえながら、これまで職員定数の制約から抑制的であった職場環境の改善につながる職員

配置を推進する。 

 

３ 中期目標の期間を超える債務負担 

⑴ 移行前地方債償還債務                 （単位：百万円） 

区 分 

中期目標期間 

償還額 

次期以降償還額 総債務償還額 

移行前地方債償還債務 13,603 30,496 44,099 

 

⑵ 長期借入金                      （単位：百万円） 

区 分 

中期目標期間 

償還額 

次期以降償還額 総債務償還額 

施設、医療機器等整備

にかかる長期借入金償

還債務 

 

1,727 

 

8,129 

 

9,856 

 

４ 積立金の処分に関する計画 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施設及び設備に関する計画                                         （単位：百万円） 

区 分 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 合計 

施設、

医療機

器等整

備 

施設改修 1,324 549 554 809 3,236 

医療機器購入 2,887 1,717 1,600 2,014 8,218 

病院総合情報システム

（電子カルテシステム

等）更新等整備 

 

2,334 

 

995 

 

- 

 

- 

 

3,329 

合計 6,545 3,261 2,154 2,823 14,783 

 

 

 


